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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社は、2024年９月20日付の「特別調査委員会設置に関するお知らせ」で公表いたしました通り、当社が不正な診療

報酬の請求を行ったとする報道を受け、2024年９月20日付けで当社より独立した社外の専門家を委員とする特別調査委

員会を設置し、客観性のある業務実態の調査を実施することといたしました。

　当社は、2025年２月７日に受領した特別調査委員会の調査報告書を踏まえ、過去に提出済みの有価証券報告書等に記

載されている財務諸表及び四半期財務諸表で対象となる部分について訂正を行いました。

　これらの決算訂正により、当社が2023年8月10日付で提出いたしました第19期第１四半期(自　2023年4月１日　至　

2023年6月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の

７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の四半期財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており、その四

半期レビュー報告書を添付しております。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

　第１　企業の概況

　　１　主要な経営指標等の推移

　第２　事業の状況

　　２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　第４　経理の状況

　　１　四半期財務諸表

四半期レビュー報告書

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第18期

第１四半期
累計期間

第19期
第１四半期
累計期間

第18期

会計期間
自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

自　2023年４月１日
至　2023年６月30日

自　2022年４月１日
至　2023年３月31日

売上高 （百万円） 2,711 4,391 13,236

経常利益 （百万円） 26 310 660

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）
（百万円） △15 161 303

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － －

資本金 （百万円） 35 35 35

発行済株式総数 （株） 11,740,000 35,220,000 11,740,000

純資産額 （百万円） 3,623 4,664 4,606

総資産額 （百万円） 14,357 20,726 19,211

１株当たり四半期（当期）純利益

又は１株当たり四半期純損失（△）
（円） △0.64 5.37 10.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － 5.30 10.57

１株当たり配当額 （円） － － 26.00

自己資本比率 （％） 25.2 22.5 24.0

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため、記載しておりません。

３．第18期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４．当社は、2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益を算定しております。

５．第18期の１株当たり配当額は、当該株式分割前の株式数を基準としております。

６．第19期第１四半期累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較

を容易にするため、第18期第１四半期累計期間および第18期につきましても百万円単位に組替えて表示して

おります。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行されたことに伴

い、社会経済活動を維持しながら感染拡大に対応する段階へと移ったことで、景気は緩やかに持ち直しへと向かい

ました。一方、終結の見通しが立たないロシア・ウクライナ情勢や急激な為替相場の変動による世界的なエネル

ギー・原材料価格の高騰など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社の関連する介護及び医療環境につきましては、団塊の世代が全て75歳以上の高齢者となる2025年に向けて、

高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられる社会の実現（地域包括ケアシス

テムの構築）への取り組みが進められています。地域に関わらず適切な医療・介護が受けられる体制が求められ、

質の高い在宅医療・訪問看護の確保が重要となってきています。さらに指定難病においてはその専門性を有するこ

とから、専門病院や専門介護のニーズが今後ますます高まっていくものと考えております。

このような環境のもと、当社は、パーキンソン病専門施設である「ＰＤハウス」の全国展開を加速させてきまし

た。パーキンソン病患者の方のニーズに応えるべく、2023年４月にＰＤハウス港南台（神奈川県横浜市）及びＰＤ

ハウス城東（大阪府大阪市）を新規開設、2023年６月にＰＤハウス板橋（東京都板橋区）を増床いたしました。既

存施設を含めた各施設の稼働率はいずれも順調に推移しており、新型コロナウイルス感染拡大による影響は、限定

的となっております。

以上により、当第１四半期累計期間における売上高は4,391百万円（前年同期比162.0％）、営業利益は400百万

円（同434.5％）、経常利益は310百万円（同1181.3％）、四半期純利益については161百万円（前年同期は四半期

純損失15百万円）となりました。

 

(2）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりです。

（資産）

当第１四半期会計期間末の資産合計は20,726百万円となり、前事業年度末から1,514百万円増加しました。これ

は主に、新規施設の開設等により建物が550百万円、リース資産が376百万円、売掛金が549百万円増加したことに

よるものです。

（負債）

当第１四半期会計期間末の負債合計は16,061百万円となり、前事業年度末から1,455百万円増加しました。これ

は主に、新規施設の開設等によりリース債務が428百万円、長期借入金が757百万円、短期借入金が150百万円増加

したことによるものです。

（純資産）

当第１四半期会計期間末の純資産合計は4,664百万円となり、前事業年度末から58百万円増加しました。これは

主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が161百万円増加した一方で、配当金支払いにより129百万円減少した

ことによるものです。

 

(3）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

(5）研究開発活動

当第１四半期累計期間における当社の研究開発費の総額は４百万円であります。
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(6）主要な設備

　前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第１四半期累計期間に完了したものは、次の

とおりであります。

 

事業所名

（所在地）
設備の内容

取得価額

（百万円）
資金調達方法 引渡日

ＰＤハウス板橋（増設）

(東京都板橋区)

ＰＤハウスの建物

（注）２
464 自己資金 2023年４月

ＰＤハウス八王子

（東京都八王子市）
ＰＤハウスの建物 583 自己資金及び借入金 2023年５月

（注）１．当社は、介護事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

２．ＰＤハウスの建物取得は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の取得によるもので

あります。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2023年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2023年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 35,220,000 35,220,000
東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

なお、１単元の株式数は

100株であります。

計 35,220,000 35,220,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

2023年４月１日

（注）
23,480,000 35,220,000 － 35 － －

（注）株式分割（１：３）によるものであります。

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2023年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2023年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,778,900 －

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

なお、１単元の株式数は

100株であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,957,600 99,576 同上

単元未満株式 普通株式 3,500 － －

発行済株式総数  11,740,000 － －

総株主の議決権  － 99,576 －

（注）１．単元未満株式の普通株式には、当社所有の自己株式16株が含まれております。

２．当社は、2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数につ

いては、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

②【自己株式等】

    2023年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社サンウェルズ 石川県金沢市二宮町15番13号 1,778,900 － 1,778,900 15.2

計 － 1,778,900 － 1,778,900 15.2

（注）１．上記の他、単元未満株式が16株あります。なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「単元未満株式」の欄

に含まれております。

２．2023年２月15日開催の取締役会決議により、2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割

を行っております。上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

（１）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

（２）当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりまし

たが、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間より百万円単位をもって記載することに変更しまし

た。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2023年４月１日から2023年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の

規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当第１四半期会計期間
（2023年６月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,610 2,037

売掛金 2,677 3,227

棚卸資産 13 12

その他 123 142

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 5,425 5,419

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,949 2,499

リース資産（純額） 8,695 9,071

その他（純額） 2,140 2,609

有形固定資産合計 12,785 14,181

無形固定資産 11 10

投資その他の資産   

その他 990 1,116

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 989 1,115

固定資産合計 13,786 15,306

資産合計 19,211 20,726

負債の部   

流動負債   

買掛金 87 94

１年内償還予定の社債 31 23

短期借入金 700 ※１ 850

１年内返済予定の長期借入金 161 264

リース債務 169 183

未払法人税等 402 152

賞与引当金 592 330

その他 1,096 1,467

流動負債合計 3,240 3,366

固定負債   

社債 75 75

長期借入金 1,265 1,920

リース債務 8,794 9,207

退職給付引当金 126 139

診療報酬返還に伴う負債  764  997

資産除去債務 181 182

その他 157 173

固定負債合計 11,364 12,694

負債合計 14,605 16,061

純資産の部   

株主資本   

資本金 35 35

資本剰余金 4,023 4,047

利益剰余金 553 584

自己株式 △9 △9

株主資本合計 4,602 4,658

新株予約権 3 6

純資産合計 4,606 4,664

負債純資産合計 19,211 20,726
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期累計期間
（自2022年４月１日
至2022年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自2023年４月１日
至2023年６月30日）

売上高 2,711 4,391

売上原価 2,073 3,260

売上総利益 638 1,131

販売費及び一般管理費 545 730

営業利益 92 400

営業外収益   

受取利息 0 0

助成金収入 － 37

補助金収入 17 0

その他 2 4

営業外収益合計 19 42

営業外費用   

支払利息 64 129

その他 20 2

営業外費用合計 85 131

経常利益 26 310

特別損失   

固定資産除却損 3 －

その他 0 －

特別損失合計 3 －

税引前四半期純利益 22 310

法人税等 37 149

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15 161
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

 

（追加情報）

（診療報酬返還に伴う負債）

　外部報道機関の報道を契機として、訪問看護事業において全社的に過剰な診療報酬請求が行われた疑義が判

明したため、2024年９月20日に独立した外部の弁護士を含む特別調査委員会を設置して調査を進め、2025年２

月７日に特別調査委員会から調査報告書を受領しました。特別調査委員会の調査の結果、訪問看護事業におい

て診療報酬の請求が過大に行われた事実が判明しました。当該診療報酬に係る過大の請求等に対して、保険者

等に対する金員の返戻額を計上しております。

 

EDINET提出書類

株式会社サンウェルズ(E37719)

訂正四半期報告書

11/19



（四半期貸借対照表関係）

※１　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行（前事業年度は４行）と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借

入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当第１四半期会計期間
（2023年６月30日）

当座貸越極度額及びコミットメント契約の総額 3,500百万円 5,000百万円

借入実行残高 － 750

差引額 3,500 4,250

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間
（自2022年４月１日
至2022年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自2023年４月１日
至2023年６月30日）

減価償却費 96百万円 155百万円
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（株主資本等関係）

前第１四半期累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月15日

取締役会
普通株式 85 11 2022年３月31日 2022年６月17日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2022年６月27日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。上場にあたり2022年６月26

日を払込期日とする公募（ブックビルディング方式による募集）による自己株式の処分をしたことにより、資

本剰余金が3,134百万円増加しております。この結果、当第１四半期会計期間末において資本剰余金が3,236百

万円となっております。

 

当第１四半期累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年５月９日

取締役会
普通株式 129 13 2023年３月31日 2023年６月14日 利益剰余金

（注）2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記１株当たり配当額につきま

しては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

当社は、介護事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第１四半期累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

当社は、介護事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

(単位：百万円)
 

 

サービス区分

合計
ＰＤハウス

医療特化型

住宅

グループ

ホーム

デイ

サービス

福祉用具

事業

加圧トレー

ニング事業

北海道 273 － － － － － 273

関東 483 － － － － － 483

北陸 327 614 40 97 25 9 1,116

関西 339 － － － － － 339

九州 410 － － － － － 410

顧客との契約

から生じる収

益

1,834 614 40 97 25 9 2,623

その他の収益 － － － － 87 － 87

外部顧客への

売上高
1,834 614 40 97 113 9 2,711

(注)　「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収益であります。

 

当第１四半期累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

(単位：百万円)
 

 

サービス区分

合計
ＰＤハウス

医療特化型

住宅

グループ

ホーム

デイ

サービス

福祉用具

事業

加圧トレー

ニング事業

北海道 436 － － － － － 436

関東 1,266 － － － － － 1,266

北陸 742 458 41 105 19 8 1,375

関西 794 － － － － － 794

九州 427 － － － － － 427

顧客との契約

から生じる収

益

3,666 458 41 105 19 8 4,299

その他の収益 － － － － 92 － 92

外部顧客への

売上高
3,666 458 41 105 112 8 4,391

(注)　「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収益であります。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自2022年４月１日
至2022年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自2023年４月１日
至2023年６月30日）

(１)１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半

期純損失（△）
△0円64銭 5円37銭

　（算定上の基礎）   

　四半期純利益（百万円）又は四半期純損失

（△）（百万円）
△15 161

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損

失（△）（百万円）
△15 161

　普通株式の期中平均株式数（株） 23,510,276 29,994,243

(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 5円30銭

　(算定上の基礎)   

　四半期純利益調整額（百万円） － －

　普通株式増加数（株） － 403,790

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

（注）１．前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、当社は2022年６月27日付で東京

証券取引所グロース市場に上場したため、新規上場日から前第１四半期会計期間の末日までの平均株価を期中

平均株価とみなして算定しております。

２．当社は、2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を

算定しております。

３．前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株

当たり四半期純損失のため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

 

　2023年５月９日開催の取締役会において、2023年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次の

とおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 129百万円

　②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　13円00銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　2023年６月14日

（注）2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。上記１株当たりの金額につ

きましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  2025年２月12日

株式会社サンウェルズ  

取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ 

 北陸事務所  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大枝　和之

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石橋　智己

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サン

ウェルズの2023年４月１日から2024年３月31日までの第19期事業年度の第１四半期会計期間（2023年４月１日から2023年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る訂正後の四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サンウェルズの2023年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当監

査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して2023年８月10日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴

い、訂正後の四半期財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
  

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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